
申告書の郵送先・問い合わせ 〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目2番45号

酒田市役所  税務課市民税係 ℡ 0234-26-5712・5713・5714

〇郵送での申告書の提出が難しい場合は、市広報2月2日号をご覧ください。

〇同封書類について、詳しくは「本人確認書類 貼り付け用紙」を参照してください。

〇控除について③がない場合は、申告書に記入があっても適用とならない場合があります。

○医療費控除を申告する場合は、領収書ではなく、作成した医療費控除の明細書または医療費通知※を必ず

   同封してください。領収書は同封しないでください。明細書の内容を確認するため、領収書の提示又は

提出を求める場合があります。領収書は自宅等で５年間保管してください。

※ 健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」など

〇書類に不備がある場合、後日提出していただく場合があります。

〇送付していただいた書類は５年間保管いたします。保管年数を過ぎた書類は、処分いたしますのであらかじめご了承

ください。

○添付書類の返却を希望される方

郵送の場合→返信用封筒(住所、 氏名を記載)に切手を貼り、申告書の郵送時に同封してください。申告内容

の確認のため、３月下旬頃を目安に返却予定です。

窓口の場合→税務課市民税係まで事前にご連絡のうえ、お越しください。

①本人確認書類貼り付け用紙 ②収入がわかる書類 ③控除がわかる書類

〇マイナンバーカードをお持ちの方

→両面をコピーして貼り付け

〇マイナンバーカードをお持ちでない方

→通知カードのコピーに加えて、

 運転免許証、障害者手帳、

 資格確認書、年金手帳などを

 コピーして貼り付け

〇給与・年金の源泉徴収票

〇給与の支払証明書・明細書

〇個人年金払込のお知らせ

〇支払調書

〇収支内訳書 など

〇領収書又は口座振替済通知書

〇各種保険料の控除証明書

〇手帳(身体・精神・療育)のコピー

〇個人年金払込のお知らせ

〇寄附の受領証・証明書

〇医療費控除の明細書 など

申告書と①～③の書類を返信用封筒

に同封して返送してください！

スマホやPCから市県民税の申告書が作成できます！

●住民税試算システムで作成した申告書の提出

・郵送または窓口に提出 → 申告書をご自宅等のプリンターで印刷して、必要書類を添付して、ご提出ください。

・やまがた e申請で提出 → 申告書と添付資料をPDF形式等のファイルで提出してください。

●eLTAXでの申告

・eLTAX個人住民税電子申告システムでマイナンバーカードを利用して申告

注意点

↑ 詳しくは酒田市公式HP 「市・県民税、国民健康保険税の申告について」 をご覧ください。
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